
　
市
民
の
皆
様
に
謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶

を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
日
頃
よ
り

市
議
会
活
動
に
対
し
ご
理
解
と
ご
協
力
を

い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
、
議
会
を
代
表

し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
市
民
福
祉
の
向
上
の
た
め
、

政
策
提
言
の
で
き
る
議
会
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
の
手
法
と
し
て
市
民
の

関
心
事
や
市
政
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
自

由
に
意
見
交
換
し
な
が
ら
論
点
を
整
理
・

深
掘
り
す
る
「
議
員
間
討
議
」
を
取
り
入

れ
、
議
論
を
深
め
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
市
民
の
皆
様
と
の
意
見
交
換
の

場
で
あ
る
議
会
と
語
る
会
の
開
催
や
、
議

会
の
活
動
を
伝
え
る
市
議
会
だ
よ
り
の
発

行
を
行
う
こ
と
で
引
き
続
き
広
聴
広
報
の

充
実
に
取
り
組
み
、
今
年
も
市
民
に
開
か

れ
た
議
会
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
昨
年
は
、
林
野
火
災
や
地
震
・
津
波
と

災
害
の
多
い
年
で
し
た
が
、
今
年
は
、
皆

さ
ま
に
と
っ
て
穏
や
か
な
一
年
と
な
り
ま

す
よ
う
、
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
12
月
定
例
会
で
は
、
市
内
外
で
大
き

な
問
題
と
な
っ
て
い
る
ク
マ
対
策
に
つ

い
て
、
産
業
建
設
・
総
務
・
教
育
民
生

常
任
委
員
会
の
３
委
員
会
で
連
合
審
査

を
行
い
ま
し
た
。

　
ク
マ
対
策
に
つ
い
て
は
３
人
の
議
員

が
一
般
質
問
で
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、

近
頃
の
ク
マ
の
出
没
は
市
民
生
活
に
大

き
な
影
響
が
あ
る
こ
と
か
ら
緊
急
の
対

応
が
必
要
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　 

本
年
度
は
市
内
で
57
頭
目
撃

　
審
査
で
は
、
農
林
課
、
教
育
委
員
会

か
ら
現
在
の
対
応
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
た
後
、
議
員
間
で
今
後
の
対
応
に
つ

年度／月

令和７年度

年
頭
の
ご
挨
拶

い
て
議
論
を
交
わ
し
ま
し
た
。

　
農
林
課
か
ら
は
市
内
で
の
ク
マ
の
出

没
が
11
月
末
ま
で
に
市
内
全
域
で
57
頭

で
あ
る
こ
と
（
３
ペ
ー
ジ
上
部
左
側
参

照
）、
対
策
と
し
て
猟
友
会
の
協
力
を

得
て
警
戒
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
や
、

緊
急
銃
猟（
３
ペ
ー
ジ
下
部
右
側
参
照
）

に
つ
い
て
竹
駒
町
に
出
没
し
た
と
の
想

定
で
実
地
訓
練
を
行
っ
た
こ
と
、ま
た
、

教
育
委
員
会
か
ら
は
学
校
や
通
学
時
の

こ
ど
も
の
安
全
対
策
な
ど
に
つ
い
て
説

明
を
受
け
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　
緊
急
銃
猟
は
通
行
止
め
、
避
難
誘
導

な
ど
の
安
全
確
保
が
必
須
で
あ
る
た

め
、
実
施
ま
で
に
一
定
程
度
の
時
間
を

要
す
る
こ
と
、
県
が
示
す
推
定
の
生
息

頭
数
だ
け
で
は
ク
マ
の
適
正
な
管
理
は

難
し
い
こ
と
、
意
図
せ
ず
ク
マ
を
捕
獲

し
た
際
に
必
要
な
麻
酔
従
事
者
は
県
内

に
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
ク
マ
出
没
時
の
猟
友
会
の
見

回
り
へ
の
手
当
の
検
討
や
、
学
校
に
配

置
し
て
い
る
ク
マ
ス
プ
レ
ー
な
ど
の
対

策
の
充
実
の
必
要
性
な
ど
も
話
し
合
わ

れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
結
果
と
し
て
、
捕
獲
に
よ
る
個
体
調

整
や
緩
衝
帯
に
よ
る
ク
マ
と
の
す
み
分

け
な
ど
、
人
の
生
活
圏
に
出
没
さ
せ
な

い
適
正
な
管
理
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ

の
前
提
と
し
て
県
に
よ
る
ク
マ
等
の
個
体
数
把
握

が
必
要
と
の
考
え
で
一
致
し
ま
し
た
。

　
こ
の
審
査
を
経
て
議
会
と
し
て
、
ク
マ
の
個
体

数
調
査
を
行
っ
た
上
で
個
体
数
管
理
や
被
害
防
除

対
策
を
行
う
こ
と
、
ク
マ
が
シ
カ
な
ど
の
わ
な
に

か
か
っ
た
時
の
対
応
の
再
検
討
な
ど
を
求
め
る
意

見
書
（
下
部
左
側
参
照
）
を
県
に
提
出
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。
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クマ対応について農林課、教育委員会から説明を受ける

陸前高田市

ツキノワグマ

目撃情報マップ

令和７年度 謹賀新年

※11月末時点

りくぜんたかた市議会だより　No.135 2りくぜんたかた市議会だより　No.1353

 クマ対応で クマ対応で
３３常任委員会の連合審査開く常任委員会の連合審査開く

全会一致で意見書を提出

　近年、市街地へのクマ等の出没
や人的被害が深刻化しており、早
急な対応が求められることから、
従来の法律では難しかった市街地
での迅速な対応を可能にし、人身
被害を未然に防ぐことを目的に、
クマやイノシシが住宅地など人の
日常生活圏に侵入し、人命に危険
が迫る緊急事態に、市町村長の判
断で銃器を使って捕獲する（銃猟
する）新しい制度です。
　「緊急性」「他手段での困難さ」
「住民の安全確保」など 4 つの厳
しい条件を満たした場合にのみ、
最終手段として実施されます。
　陸前高田市では、11 月に竹駒町
滝の里町内会館周辺にて緊急銃猟
の実地訓練を行いました。

緊急銃猟とは
　県内では連日のツキノワグマ出没や死亡に至る痛ましい人身被害も多発し

ている。本市において人身被害は発生していないが、保育施設や学校の近辺

でツキノワグマが出現していることから、早急な対応が求められる。

　こうした中、岩手県が主体となる指定管理鳥獣捕獲等事業や市独自の支援

策により、有害鳥獣の捕獲体制の強化や防除対策等を実施しているが、本年

11 月期の本市でのツキノワグマの出現は前年比約９倍となっており、更なる

取組の強化が求められている。

　現在、緊急銃猟制度が開始されているものの、本制度は飽くまでツキノワ

グマ等対策における応急的な手段に過ぎず、余りにも増加し過ぎたツキノワ

グマによる人身被害の防止を最優先に考え、ツキノワグマ等の個体数管理や

被害防除対策を直ちに講じる必要がある。

　また、岩手県の第５次ツキノワグマ管理計画ではツキノワグマの錯誤捕獲

に備え放獣体制の整備を進めることとなっているが、必要な麻酔従事者は県

内で不足しており、実際の放獣対応時には従事者の安全を十分に確保できな

い場合も想定されることから、錯誤捕獲時の放獣対応に対する再検討が必要

と思料される。

　よって、ツキノワグマ等の被害防除対策の強化が図られるよう、下記の事

項について強く求める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　１　ツキノワグマ等の個体数調査を早期に実施し、科学的な知見に基づい

　　　た個体数管理や被害防除対策を講じること。

　２　ツキノワグマ錯誤捕獲時の放獣対応の際に従事者の安全を十分に確保

　　　できない場合も想定されることから、制度の見直しなど必要な改善を

　　　進めること。

　　　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　　　　　　　　　　　　　　令和７年 12 月 12 日

　　　　　　　　　　　　　　　岩手県陸前高田市議会議長　及 川 修 一　

ツキノワグマ等の被害防除対策を求める意見書

クマ目撃情報等の件数の推移 ※令和７年度は 11月末時点

？


